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第２２回士幌町農業委員会総会議事録 
 

１． 開催日時 令和７年４月１１日（金） １８時から１８時３０分 

２．開催場所 士幌町役場庁舎２階 庁議室 

３．出席委員（１４人） 

    

会  長        森 本 耕 二 

会長職務代理者 １番  香 川 国 彦 

委  員      ２番  小 野 寺 保 

〃      ３番  上 山   靖 

〃          ４番  岡 部 真 吾 

〃           ５番  河 田 浩 美 

〃           ６番  中 山 謙 次 

〃           ７番  鎌 田 尚 吾 

〃           ８番  山 内 徳 彦 

〃       ９番  伊 賀 勝 彦 

〃         １０番  後 藤 範 雄 

〃         １１番  高 橋   竜 

〃         １２番    菊 地 和 浩 

  〃         １３番  今 井   均 

 

 

４．議  事 

 

第１   議事録署名委員の指名 

           ５番  河 田 浩 美 

           ６番  中 山 謙 次 

 

第２     報告第１号  事務局職員の任免について 

報告第２号  農業会議から許可相当の答申について 

報告第３号  農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用 

集積計画の変更について 

 

議案第１号  農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第２号  農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第３号  農地等のあっせん申し出について 

議案第４号  農業委員会における「令和６年度農業委員会の農地利用の 

最適化の推進の状況その他事務の実施の公表」及び、「令和７ 

年度最適化活動の目標設定等」について 

 

 

５．農業委員会事務局職員 

   事務局長     加 藤 吉 宏 

   農地兼振興係長  伊 藤 弘 美 

事務局職員    テキソエ 亜紀 
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６．会議の概要 

事務局長 

（加藤局長） 

 

 

 

全員 

 

事務局長 

（加藤局長） 

 

森本会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

（加藤局長） 

 

 

森本議長 

 

事務局 

（加藤局長） 

 

森本議長 

 

１番 

（香川代理） 

 

森本議長 

 

 

ただいまから第２２回士幌町農業委員会総会を開催いたします。 

本日の総会出席者は１４名中１４名で定員数に達しておりますので、規定に

より総会が成立したことをご報告いたします。 

農業委員会憲章を斉唱しますので、ご起立願います。 

 

【士幌町農業委員会憲章を斉唱する】 

 

ありがとうございました。 

続きまして、森本会長からご挨拶をお願いいたします。 

 

皆さん、こんにちは。 

 先ほど、事務局より報告がありました通り、役場内の人事異動に伴い大久

係長が町民課へ移動となり、出納室より伊藤係長が農業委員会へ移動となり

ました。大久係長は２年間大変お世話になりました。伊藤係長におかれまし

ては、以前、農業委員会に居られたこともあったと聞いています。事務所内

の環境も以前とは変わっているかと思います。大変ご苦労をすることもある

とは思います。今年度も加藤事務局長を中心とし、伊藤係長、私達、農業委

員が一丸となって職務を進めて行きたいと思いますので、今年度もよろしく

お願いいたします。 

 それでは本日の総会、よろしくお願いいたします。 

  

ありがとうございました。 

以降の議事の進行につきましては、規定により森本会長にお願いいたしま

す。 

 

それでは会務報告について、事務局より説明願います。 

 

【会務報告を朗読】 

 

 

それでは会務報告の補足を求めます。香川代理 

 

ありません。 

 

 

小野寺農地小委員長 
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２番 

（小野寺委員） 

 

森本議長 

 

３番 

（上山委員） 

 

森本議長 

 

全員 

 

森本議長 

 

 

 

 

 

事務局 

（伊藤係長） 

 

 

 

 

 

森本議長 

 

全員 

 

森本議長 

 

 

 

事務局 

（伊藤係長） 

 

 

 

 

ありません。 

 

 

上山農業振興小委員長 

 

 ありません。 

 

 

みなさんの方から会務報告について何かありませんか。 

 

 ありません。 

 

ないようですので会務報告につきましては報告のとおりとします。 

続きまして、本日の議事録署名委員を指名いたします。５番河田浩美委員、

６番中山謙次委員よろしくお願いいたします。 

それでは、議事に入りたいと思います。 

報告第１号事務局職員の任免について事務局より説明願います。 

 

報告第１号事務局職員の任免について、士幌町農業委員会事務局設置規程

第３条の規定により、次のとおり専決処分をしたので、同条の規定により報

告し、承認を求める。令和７年４月１１日提出 士幌町農業委員会会長 森

本耕二。 

 

【報告第１号、議案書をもとに朗読と説明】 

 

それでは報告第１号の件につきまして意見質問を求めます。 

 

ありません。 

 

ないようなので、以上といたします。 

報告第２号農業会議から許可相当の答申について事務局より説明願いま

す。 

 

報告第２号 農業会議から許可相当の答申について、３月７日の農業委員

会総会において審議した次について、３月１９日に開催された農業会議常設

審議委員会の審査の結果、３月１９日付けで許可の答申があったことを報告

します。令和７年４月１１日提出 士幌町農業委員会会長 森本耕二 

 

【報告第２号、議案書をもとに朗読と説明】 
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森本議長 

 

全員 

 

森本議長 

 

 

 

事務局 

（伊藤係長） 

 

 

 

 

 

森本議長 

 

 

全員 

 

森本議長 

 

 

全員 

 

森本議長 

 

 

 

事務局 

（伊藤係長） 

 

 

 

 

森本議長 

 

 

 

それでは報告第２号の件につきまして意見質問を求めます。 

 

ありません。 

 

ないようなので、以上といたします。 

続いて報告第３号農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地

利用集積計画の変更について事務局より説明願います。 

 

報告第３号農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集

積計画の変更について、次のとおり、先に決定公告をおこなった農用地利用

集積計画の内容に変更があったので報告します。令和７年４月１１日提出 

士幌町農業委員会会長 森本耕二 

 

【報告第３号、議案書をもとに朗読と説明】 

 

それでは番号１番について意見質問を求めます。意見質問はありません

か。 

 

ありません。 

 

ないようですので、番号１番につきましては以上とします。 

続きまして番号２番の件につきまして意見質問を求めます。 

 

ありません。 

 

ないようですので、以上といたします。 

次に議案第１号農地法第３条の規定による許可申請について事務局より

説明願います。 

 

議案第１号農地法第３条の規定による許可申請について次のとおり、許可

申請があったので審議願います。令和７年４月１１日提出士幌町農業委員会

会長 森本耕二 

 

【議案第１号、議案書をもとに朗読と説明】 

 

それでは所有権移転番号１番の件につきまして調査員の報告を求めます。 
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８番 

（山内委員） 

 

 

 

森本議長 

 

 

全員 

 

森本議長 

 

 

５番 

（河田委員） 

 

 

 

森本議長 

 

 

全員 

 

森本議長 

 

 

９番 

（伊賀委員） 

 

 

 

森本議長 

 

 

全員 

 

森本議長 

 

 

先日現地を確認してきました。〇〇〇さんは経営耕作地のすべてを適正に

耕作しています。保有している機械の能力、農作業に従事する家族の状況か

ら見て、新たに農地を取得しても農地のすべてを効率的に利用できると見込

まれます。以上です。 

 

それでは番号１番の件につきまして意見質問を求めます。意見質問ありま

せんか。 

 

ありません。 

 

ないようですので、番号１番の件は以上とします。続きまして番号２番の

件につきまして調査員の報告を求めます。 

 

先日現地を確認してきました。〇〇さんは経営耕作地のすべてを適正に耕

作しています。保有している機械の能力、農作業に従事する家族の状況から

見て、新たに農地を取得しても農地のすべてを効率的に利用できると見込ま

れます。以上です。 

 

それでは番号２番の件につきまして意見質問を求めます。意見質問ありま

せんか。 

 

ありません。 

 

ないようですので、番号２番の件は以上とします。続きまして番号３番の

件につきまして調査員の報告を求めます。 

 

先日現地を確認してきました。〇〇〇〇さんは経営耕作地のすべてを適正

に耕作しています。保有している機械の能力、農作業に従事する家族の状況

から見て、新たに農地を取得しても農地のすべてを効率的に利用できると見

込まれます。以上です。 

 

それでは番号３番の件につきまして意見質問を求めます。意見質問ありま

せんか。 

 

ありません。 

 

ないようですので、番号３番の件は以上とします。議案第１号は承認され

たものとします。続きまして議案第２号 農地法第５条の規定による許可申

請について事務局説明願います。 
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事務局 

（伊藤係長） 

 

 

 

 

 

 

森本議長 

 

 

全員 

 

森本議長 

 

 

 

事務局 

（伊藤係長） 

 

 

 

 

森本議長 

 

全員 

 

森本議長 

 

 

 

 

事務局 

（伊藤係長） 

 

 

 

 

 

議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請について次のとおり、許可

申請があったので審議願います。なお、許可相当と決した場合、農地法第５条

第３項の規定に基づき北海道農業会議に意見聴取し、農業会議からの許可相当

の答申により農業委員会会長の専決により許可を行うこととする。令和７年４

月１１日提出 士幌町農業委員会会長 森本耕二 

 

【議案第２号、議案書をもとに朗読と説明】 

 

それでは、議案第２号の件につきまして意見質問を求めます。意見質問はあ

りませんか。 

 

ありません。 

 

ないようですので、議案第２号の件につきましては承認されたものとしま

す。続きまして、議案第３号農地等のあっせん申し出について事務局より説

明願います。 

 

議案第３号農地等のあっせん申し出について、次のとおり申し出があった

ので審議願います。令和７年４月１１日提出 士幌町農業委員会会長 森本

耕二 

 

【議案第３号、議案書をもとに朗読と説明】 

 

それでは議案第３号の件につきまして意見質問を求めます。 

 

ありません。 

 

ないようですので、議案第３号につきましては以上といたします。 

続きまして議案第４号農業委員会における「令和６年度農業委員会の農地

利用の最適化の推進の状況その他事務の実施の公表」及び、「令和７年度 

最適化活動の目標設定等」について事務局より説明願います。 

 

議案第４号農業委員会における「令和６年度農業委員会の農地利用の最適

化の推進の状況その他事務の実施の公表」及び、「令和７年度最適化活動の

目標設定等」について、次のとおり、農業委員会の農地利用の最適化の推進

の状況その他事務の実施の公表及び、最適化活動の目標設定等について、審

議願います。令和７年４月１１日提出士幌町農業委員会会長 森本耕二 

 

【議案第４号、議案書をもとに朗読と説明】 
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森本議長 

 

全員 

 

森本議長 

 

 

ただ今の件につきまして意見質問を求めます。意見質問はありませんか。 

 

ありません。 

 

それでは議案第４号につきましては承認されたものとします。 

以上をもちまして士幌町農業委員会第２２回総会を閉会いたします。 

１８時３０分 閉会 

 

 


